
　
本
年
５
月
21
日
に

　
　
全
国
60
カ
所
で
始
ま
り
ま
す

　
裁
判
員
制
度
は
全
国
の
地
方
裁
判
所

の
本
庁
50
カ
所
、
支
部
10
カ
所
で
始
ま

り
ま
す
。
裁
判
員
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
裁

判
所
の
管
轄
区
域
内
に
居
住
す
る
有
権

者
か
ら
選
ば
れ
ま
す
。

　
裁
判
員
裁
判
の
対
象
事
件

　
平
成
19
年
を
参
考
に
見
る
と
、
全
国

の
地
方
裁
判
所
で
受
理
し
た
刑
事
通
常

第
一
審
事
件
数
は
９
７
，
８
２
６
件
。

そ
の
う
ち
裁
判
員
裁
判
対
象
事
件
数
は

２
，
６
４
３
件
で
、
強
盗
致
傷
、
殺

人
、
現
住
建
造
物
等
放
火
、
強
か
ん
致

死
傷
、
傷
害
致
死
、
強
制
わ
い
せ
つ
致

死
傷
、
強
盗
強
か
ん
、
強
盗
致
死
、
危

険
運
転
致
死
な
ど
の
事
件
で
す
。

　
裁
判
に
か
か
る
日
数
は

　
　
　
　
　
　
　
約
７
割
が
３
日
以
内

　
裁
判
員
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
に

も
、
裁
判
に
か
か
る
日
数
が
で
き
る
だ

け
短
く
な
る
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
工

夫
や
努
力
が
行
わ
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
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裁
判
に
お
け
る
争
点
や
証
拠
を
事
前
に

整
理
し
た
り
、
で
き
る
だ
け
裁
判
を
連

日
的
に
行
っ
た
り
す
る
こ
と
で
、
約
７

割
の
事
件
は
、
３
日
以
内
で
終
わ
り
ま

す
。

　
事
件
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
が
、
例

え
ば
、
午
前
９
時
30
分
に
裁
判
所
に
行

き
、
昼
食
時
間
や
休
憩
な
ど
を
は
さ
ん

で
午
後
５
時
ま
で
裁
判
や
評
議
、
打
ち

合
わ
せ
を
行
う
と
い
っ
た
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
と
な
り
ま
す
。

　
裁
判
員
・
補
充
裁
判
員
に
な
る
確
率

◆
１
年
間
で
裁
判
員
候
補
者
に
な
る
確

率
（
１
件
当
た
り
50
人
か
ら
１
０
０
人

選
ぶ
と
仮
定
し
た
場
合
）

…
約
４
０
０
人
〜
８
０
０
人
に
１
人

◆
１
年
間
で
裁
判
員
ま
た
は
補
充
裁
判

員
に
な
る
確
率
（
補
充
裁
判
員
を
２
人

選
ぶ
と
仮
定
し
た
場
合
）

…
約
５
，
０
０
０
人
に
１
人

※
平
成
19
年
最
高
裁
判
所
推
計
に
よ
る

　
南
丹
市
の
場
合
、
72
人
（
４
０
２
人

に
１
人
の
確
率
）
が
候
補
者
と
し
て
く

じ
で
選
ば
れ
て
い
ま
す
。

　
裁
判
員
制
度
は
、
国
民
の
中
か
ら
選
ば
れ
る
裁
判
員
が
、
刑
事
裁
判
に
参
加
す
る
制

度
で
す
。
６
人
の
裁
判
員
が
、
３
人
の
裁
判
官
と
一
緒
に
刑
事
裁
判
に
立
ち
会
い
、
被

告
人
が
有
罪
か
無
罪
か
、
有
罪
の
場
合
ど
の
よ
う
な
刑
に
す
る
か
を
判
断
し
ま
す
。

５
月
21
日

　
　か
ら

裁
判
員
制
度
が
始
ま
り
ま
す

◆
選
任
手
続
き
の
流
れ
◆

裁
判
員
制
度
Ｑ
＆
Ａ

Ｑ
．
仕
事
が
忙
し
い
の
で
す
が
、
辞
退

で
き
ま
せ
ん
か
？

Ａ
．「
仕
事
が
忙
し
い
」と
い
う
だ
け
で

は
辞
退
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
と
て

も
重
要
な
仕
事
が
あ
り
、
自
分
で
こ
れ

を
処
理
し
な
け
れ
ば
著
し
い
損
害
が
生

ず
る
恐
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
辞
退
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
辞
退
の
判
断
は
裁
判
所
が
行
い
ま
す

が
、
そ
の
際
に
は
、
裁
判
員
と
し
て
裁

判
所
に
通
う
期
間
、
お
勤
め
先
の
規
模

や
、
代
わ
り
の
人
が
い
る
の
か
、
裁
判

員
と
し
て
参
加
す
る
こ
と
が
事
業
に
ど

の
く
ら
い
影
響
が
あ
る
の
か
な
ど
を
考

慮
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

Ｑ
．
裁
判
員
候
補
者
や
裁
判
員
に
な
っ

た
ら
、
手
当
や
交
通
費
は
も
ら
え
る
の

で
す
か
？

Ａ
．
裁
判
員
候
補
者
ま
た
は
裁
判
員
と

し
て
裁
判
所
に
来
た
方
に
は
、
日
当
と

交
通
費
が
支
払
わ
れ
ま
す
。
日
当
の
具

体
的
な
金
額
は
、
裁
判
員
の
場
合
は
１

日
当
た
り
１
万
円
以
内
、
裁
判
員
候
補

者
の
場
合
は
１
日
当
た
り
８
千
円
以
内

で
、
選
任
手
続
き
や
審
理
・
評
議
に
か

か
っ
た
時
間
に
応
じ
て
支
払
わ
れ
ま

す
。

裁
判
員
制
度
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

http://w
w
w
.saibanin.

courts.go.jp/

―
前
年
秋
ご
ろ
―

　
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
が

選
挙
人
名
簿
の
中
か
ら
く
じ
で
選

ん
で
作
成
し
た
名
簿
を
基
に
裁
判

員
候
補
者
名
簿
を
作
成
し
ま
す
。

―
前
年
12
月
ご
ろ
ま
で
―

　
裁
判
所
が
、
裁
判
員
候
補
者
へ

名
簿
に
記
載
さ
れ
た
こ
と
の
通
知

と
調
査
票
を
送
付
し
ま
す
。

　
裁
判
所
が
、
事
件
ご
と
に
裁
判

員
候
補
者
名
簿
の
中
か
ら
く
じ
で

裁
判
員
候
補
者
を
選
定
し
ま
す
。

―
原
則
、
裁
判
の
６
週
間
前
ま
で
―

　
裁
判
所
が
、
選
ば
れ
た
裁
判
員

候
補
者
に
選
任
手
続
き
の
期
日
の

通
知
と
質
問
票
を
送
付
し
ま
す
。

―
裁
判
の
当
日
―

　
裁
判
員
候
補
者
に
、
裁
判
所
へ

出
向
い
て
い
た
だ
き
、
辞
退
希
望

な
ど
の
質
問
が
行
わ
れ
ま
す
。

　
最
終
的
に
そ
の
事
件
の
裁
判
員

６
人
が
く
じ
で
選
ば
れ
、
午
前
中

に
選
任
手
続
き
を
終
了
し
、
午
後

か
ら
審
理
を
開
始
し
ま
す
。

　
故
・
丸
山

茂
さ
ん
は
、

昭
和
50
年
４

月
か
ら
平
成

７
年
４
月
ま

で
の
５
期
20

年
に
わ
た
っ

て
日
吉
町
議

会
議
員
と
し

て
、
地
方
自

治
の
発
展
に

大
き
く
貢
献
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
間
、

ダ
ム
対
策
特
別
委
員
会
委
員
長
や
同
和

対
策
特
別
委
員
会
委
員
長
な
ど
、
日
吉

町
の
主
要
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
か
か
わ
る

要
職
を
歴
任
さ
れ
、
ま
ち
づ
く
り
の
礎

と
な
る
施
設
整
備
や
制
度
の
充
実
・
発

展
に
尽
力
。
特
に
、
旧
日
吉
町
に
お
い

て
重
要
課
題
で
あ
っ
た
日
吉
ダ
ム
建
設

問
題
に
つ
い
て
は
、
６
年
間
に
わ
た
っ

て
心
血
を
注
ぎ
、
水
没
地
域
の
方
々
の

生
活
再
建
を
最
優
先
に
、
関
係
機
関
と

の
交
渉
や
地
域
の
振
興
策
な
ど
を
積
極

的
に
提
言
す
る
な
ど
、
そ
の
手
腕
を
発

揮
さ
れ
ま
し
た
。
ご
冥
福
を
お
祈
り
し

ま
す
。

「日吉ダム建設に尽力」

旭日単光章

故・丸山　茂さん（日吉町）

青
少
年
健
全
育
成
功
労
者
表
彰
　
　― 

あ
す
な
ろ
会 

―

国
大
会
に
お
い
て
、
表
彰
状
の
授
与
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

 

「
こ
の
た
び
の
受
賞
は
、
こ
れ
ま
で
後

援
会
の
礎
を
築
い
て
こ
ら
れ
た
先
輩
方

の
功
績
が
あ
っ
て
こ
そ
得
ら
れ
た
栄

誉
」
と
、
昨
年
10
月
か
ら
会
の
代
表
を

さ
れ
て
い
る
犬
石
哲
三
会
長
。

　
約
２
６
０
人
の
会
員
に
よ
る
会
費
な

ど
を
原
資
に
、
淇
陽
学
校
と
の
連
携
の

下
で
、
卒
業
者
や
進
級
者
へ
の
祝
い
品

の
贈
呈
、
教
材
の
補
助
、
ス
ポ
ー
ツ
大

会
の
応
援
な
ど
を
行
い
、
子
ど
も
た
ち

の
『
あ
す
な
ろ
お
じ
さ
ん
』
的
存
在
と

し
て
温
か
く
見
守
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
振
り
込
め
詐
欺
の
被
害

が
増
加
し
て
い
ま
す
。
京

都
府
内
で
の
振
り
込
め
詐

欺
認
知
件
数
・
被
害
総
額

と
も
年
々
増
加
。
そ
の
手

口
も
悪
質
・
巧
妙
化
し
て

い
ま
す
。

　
振
り
込
み
を
求
め
る
電

話
や
フ
ァ
ク
ス
、
は
が
き

が
届
い
て
も
、
①
慌
て
な

い
！
　
②
す
ぐ
に
振
り
込

ま
な
い
！
　
③
相
談
・
確

認
！
で
、
被
害
を
防
止
し

ま
し
ょ
う
！

「
税
金
」
や
「
定
額
給
付
金
」
を
口
実

と
し
た
還
付
金
な
ど
の
詐
欺
に
注
意
！

　
今
後
、
特
に
「
定
額
給
付
金
」
事
業

を
悪
用
し
た
還
付
金
等
詐
欺
の
発
生
が

懸
念
さ
れ
ま
す
。
現
時
点
で
は
、
市
役

所
が
市
民
の
皆
さ
ん
に
世
帯
構
成
な
ど

の
個
人
情
報
を
電
話
で
問
い
合
わ
せ
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
税
務

署
、
社
会
保
険
事
務
所
な
ど
公
的
機
関

が
電
話
に
よ
る
還
付
金
の
通
知
や
、
Ａ

Ｔ
Ｍ
に
よ
る
還
付
金
、
給
付
金
の
支
給
手

続
き
を
指
示
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

振
り
込
め
詐
欺
の
被
害
に
あ
っ
た
ら
…

★
ま
ず
、
最
寄
り
の
警
察
や
振
込
先
の

金
融
機
関
に
連
絡
し
、
振
り
込
ん
だ

預
金
口
座
の
利
用
停
止
を
求
め
て
く

だ
さ
い
。

★
被
害
者
は
、
基
本
的
に
は
民
事
訴
訟

を
提
起
し
て
、
損
害
回
復
を
行
う
こ

と
が
可
能
で
す
。

※
昨
年
６
月
21
日
か
ら
、
被
害
者
の
迅

速
な
救
済
を
図
る
「
振
り
込
め
詐
欺
救

済
法
（
犯
罪
利
用
預
金
口
座
等
に
係
る

資
金
に
よ
る
被
害
回
復
分
配
金
の
支
払

等
に
関
す
る
法
律
）
」
が
施
行
。
具
体

的
に
は
、
金
融
機
関
が
犯
罪
利
用
口
座

を
凍
結
し
、
被
害
者
の
支
払
申
請
を
受

け
て
被
害
回
復
分
配
金
を
支
払
う
こ
と

な
ど
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

ス
ト
ッ
プ
・
ザ
・
振
り
込
め
詐
欺
！

　
日
ご
ろ
の
会
話
で
話
題
に
取
り
上
げ

る
な
ど
、
自
分
や
家
族
、
周
囲
の
方
々

が
詐
欺
の
被
害
に
あ
わ
な
い
よ
う
、
お

互
い
に
注
意
し
合
い
ま
し
ょ
う
。
不
安

や
不
信
感
を
抱
い
た
り
、
詐
欺
だ
と
気

づ
い
た
ら
迷
わ
ず
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

・
南
丹
警
察
署

　
℡ 

０
７
７
１
―
６
２
―
０
１
１
０

・
警
察
総
合
相
談
窓
口

　
℡ 

＃
９
１
１
０
（
局
番
な
し
）

・
京
都
府
警
察
本
部

　
　
振
り
込
め
詐
欺
総
合
対
策
本
部

　
℡ 

０
７
５
―
４
５
１
―
９
１
１
１

振
り
込
め
詐
欺
の
被
害
、
依
然
深
刻
！

平成19年 201 約２億5,220万
平成20年 303 約３億1,260万

件数（件） 被害総額（円）

 

「
あ
す
な
ろ
会
」
は
、
京
都
府
内
唯
一

の
児
童
自
立
支
援
施
設
で
あ
る
京
都
府

立
淇
陽
学
校
（
園
部
町
栄
町
）
の
後
援

会
と
し
て
、
昭
和
35
年
に
発
足
。
地
元

住
民
有
志
が
中
心
と
な
っ
て
、
入
所
し

て
い
る
児
童
・
生
徒
た
ち
を
精
神
的
・

物
資
的
に
支
え
続
け
て
こ
ら
れ
ま
し

た
。

　
こ
の
た
び
、
こ
れ
ら
の
功
績
が
顕
著

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
内
閣
府
の
青

少
年
健
全
育
成
功
労
者
表
彰
を
受
賞
さ

れ
ま
し
た
。
今
年
度
の
団
体
受
賞
者
は

全
国
で
10
団
体
。
昨
年
11
月
に
日
本
教

育
会
館
で
開
催
さ
れ
た
青
少
年
育
成
全

き 

よ
う

　
本
年
５
月

　
本
年
５
月

　
　
全
国

　
　
全
国

　
裁
判
員
制
度
は
全
国
の
地
方
裁
判
所

の
本
庁

　
裁
判
員
制
度
は
、
国
民
の
中
か
ら
選
ば
れ
る
裁
判
員
が
、
刑
事
裁
判
に
参
加
す
る
制

度
で
す
。
６
人
の
裁
判
員
が
、
３
人
の
裁
判
官
と
一
緒
に
刑
事
裁
判
に
立
ち
会
い
、
被

告
人
が
有
罪
か
無
罪
か
、
有
罪
の
場
合
ど
の
よ
う
な
刑
に
す
る
か
を
判
断
し
ま
す
。

５
月
５
月

インフォメーション


